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◇上尾都市計画第一種市街地再開発事業（上尾中山道東側地区）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ※近隣のマンションを参考に想定 
 

（現状と課題）  
当該事業は、「上尾中山道東側地区」として、施設建築の計画がされている。 

当該建築物は、住宅規模２９７戸で、平成２５年３月に完成予定とされ、入

居開始は、早くても平成２５年４月の見込みである。平成２３年１１月には、

当該地区の「事務区」は、単独で設置される方針とされた。 

当該地区は、上町（中央小学区）と宮本町（上尾小学区）にまたがっており、

小・中学校の通学区を指定する必要がある。 

上尾中山道 

東側地区 

59 人※ 
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【通学区の指定（案）】  

・小学校 ：中央小学校 

・中学校 ：上尾中学校 

 

○上尾市立小・中学校通学区域に関する規則（現行） 
上尾小 宮本町、仲町一丁目、仲町二丁目、愛宕一丁目、愛宕二丁目、愛宕三丁目、栄町、

日の出一丁目、本町一丁目のうち 3番から 8番まで、本町二丁目のうち 5番から

10番及び 15 番 

中央小 原新町、緑丘一丁目、緑丘二丁目、緑丘三丁目、上町一丁目、上町二丁目、本町

一丁目のうち 1 番、2 番、9 番、10 番、本町二丁目のうち 1 番から 4 番及び 11

番、12 番、本町三丁目、本町四丁目(10番、11番を除く。)、柏座一丁目のうち

1番から 4番まで、上 1805番地 

 
上尾中 上尾小学校の学区、中央小学校の学区(上町一丁目、上町二丁目、柏座一丁目 1

番から 4番まで、本町一丁目 1番、2番、9番、10番、本町二丁目 1番から 4番

まで及び 11 番、12番)、鴨川小学校の学区(西宮下三丁目)、東町小学校の学区 
 

 

【理由】  

・児童の通学における安全確保 

・学校の収容状況 

 

【予定】  

・住居表示決定後、議案「上尾市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を

改正する規則の制定について」を提出し、規則改正を行う。 

・平成２５年４月１日入居開始予定（入学・転入学通知書等の発行等） 

 

 

 

※通学区の指定を上尾小または中央小にした場合の比較（想定）【特別支援学級含む】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 

上
尾
小 

児童数 709 669 728 697 682 688 694 

教室数 25 23 25 25 25 25 26 

最大教室数 25 25 25 25 25 25 25 

中
央
小 

児童数 648 623 654 660 675 661 664 

教室数 21 20 21 21 22 21 21 

最大教室数 22 22 25 25 25 25 25 

改築工事及び大規模改修による利用可能な教室数 


